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略
）
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（
略
）

３

前
項
に
規
定
す
る
診
療
報
酬
の
請
求
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保

３

前
項
に
規
定
す
る
診
療
報
酬
の
請
求
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保

険
医
療
機
関
名
簿
等
に
よ
り
、
氏
名
等
を
照
合
し
、
保
険
医
療
機
関
等
が
提
出
し

険
医
療
機
関
名
簿
等
及
び
あ
ら
か
じ
め
届
出
の
あ
っ
た
印
鑑
等
に
よ
り
、
氏
名
押

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

印
を
照
合
し
、
保
険
医
療
機
関
等
が
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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別紙２


